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（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

一
～
七

［
略
］

一
～
七

［
略
］

八

低
温
貯
槽

大
気
圧
に
お
け
る
沸
点
が
零
度
以

八

可
燃
性
ガ
ス
低
温
貯
槽

可
燃
性
ガ
ス
で
あ
つ

下
の
ガ
ス
を
温
度
零
度
以
下
又
は
当
該
ガ
ス
の
気

て
大
気
圧
に
お
け
る
沸
点
が
零
度
以
下
の
も
の
を

相
部
に
お
け
る
常
用
の
圧
力
（
通
常
の
使
用
状
態

温
度
零
度
以
下
又
は
当
該
ガ
ス
の
気
相
部
に
お
け

に
お
い
て
、
当
該
設
備
等
に
作
用
す
る
圧
力
（
当

る
常
用
の
圧
力
（
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、

該
圧
力
が
変
動
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変

当
該
設
備
等
に
作
用
す
る
圧
力
（
当
該
圧
力
が
変

動
範
囲
の
う
ち
の
最
高
の
圧
力
）
で
あ
つ
て
、
ゲ

動
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
動
範
囲
の
う

ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
○
・
一
メ

ち
の
最
高
の
圧
力
）
で
あ
つ
て
、
ゲ
ー
ジ
圧
力
を

ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
液
体
の
状
態
で
貯
蔵
す
る
た

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
○
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

め
の
貯
槽
で
あ
つ
て
、
断
熱
材
で
被
覆
し
、
又
は

以
下
の
液
体
の
状
態
で
貯
蔵
す
る
た
め
の
貯
槽
で

冷
凍
設
備
で
冷
却
す
る
こ
と
に
よ
り
貯
槽
内
の
ガ

あ
つ
て
、
断
熱
材
で
被
覆
し
、
又
は
冷
凍
設
備
で

ス
の
温
度
が
常
用
の
温
度
を
超
え
て
上
昇
し
な
い

冷
却
す
る
こ
と
に
よ
り
貯
槽
内
の
ガ
ス
の
温
度
が
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よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
あ
る
も
の

常
用
の
温
度
を
超
え
て
上
昇
し
な
い
よ
う
な
措
置

を
講
じ
て
あ
る
も
の

九
～
十
七

［
略
］

九
～
十
七

［
略
］

十
八

処
理
能
力

処
理
設
備
又
は
減
圧
設
備
の
処

十
八

処
理
能
力

処
理
設
備
又
は
減
圧
設
備
の
処

理
容
積
（
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
一
日
に

理
容
積
（
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
一
日
に

処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
（
温
度
零

処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
（
温
度
零

度
、
圧
力
零
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
換
算
し
た
も
の

度
、
圧
力
零
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
換
算
し
た
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
処
理
設
備
又
は
減
圧

）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
処
理
設
備
又
は
減
圧

設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
と
こ

設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の

ろ
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の

イ
～
ヘ

［
略
］

イ
～
ヘ

［
略
］

ト

そ
の
他
処
理
設
備

ト

そ
の
他
処
理
設
備

・

［
略
］

・

［
略
］

(ｲ)

(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)

［
削
る
］

コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
（
専
ら
液
化

(ﾊ)
ア
ル
ゴ
ン
、
液
化
炭
酸
ガ
ス
、
液
化
窒
素
又



- 4 -

は
液
化
酸
素
の
貯
槽
（
二
重
殻
真
空
断
熱
式

構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
に
接
続
さ
れ
た
蒸

発
器
に
よ
り
当
該
液
化
ガ
ス
を
気
化
す
る
た

め
の
高
圧
ガ
ス
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）①

気
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

送
ガ
ス
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
が
一

(i)
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の

Ｑ
1
1

＝Ｗ

1
1

＼
（2

2
.
4

＼Ｍ

×ρ

×1
0
0
0

）
×
（1

0

Ｐ
1
1

＋1

）
×2

4

＋Ｗ
1
1

×2
4

送
ガ
ス
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
が
一

(ii)
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の

Ｑ
1
1

＝Ｗ

1
1

＼
（2

2
.
4

＼Ｍ

×ρ

×1
0
0
0

）
×
（1

0

Ｐ
1
1

＋1

）
×2

4

②

液
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

Ｑ
1
1

＝
（

1
0
ｐ

1
1

＋1

）
×0

.
9
Ｖ

1
1
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内
部
冷
却
器
付
貯
槽

Ｑ
1
1

＝Ｖ
1
1

×1
0
Ｐ

1
1

内
部
冷
却
器
付
貯
槽

Ｑ
1
2

＝Ｖ
1
2

×1
0
Ｐ

1
2

(ﾊ)

(ﾆ)

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽

Ｑ
1
2

＝
（1

0
Ｐ

1
2

＋1

［
新
設
］

(ﾆ)
）
×0

.
9
Ｖ

1
2

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽

(ﾎ)

(ﾎ)

①

［
略
］

①

［
略
］

②

液
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

Ｑ
1
3

＝
（

②

液
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

Ｑ
1
3

＝ｑ

1
0
Ｐ

1
3

＋1

）
×0

.
9
Ｖ

1
3

1
3

×
（1

0
Ｐ

1
3

＋1

）
×2

4

・

［
略
］

・

［
略
］

(ﾍ)

(ﾄ)

(ﾍ)

(ﾄ)

チ
・
リ

［
略
］

チ
・
リ

［
略
］

備
考

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、
ρ
、
Ｍ

備
考

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、
ρ
、
Ｍ

Ｑ1

Ｗ1

Ｑ1

Ｗ1

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

Ｑ2

Ｗ2

Ｑ3

Ｗ3

Ｑ4

Ｗ4

Ｑ5

ｑ5

Ｑ6

Ｑ2

Ｗ2

Ｑ3

Ｗ3

Ｑ4

Ｗ4

Ｑ5

ｑ5

Ｑ6

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ｑ6

Ｑ7

ｑ7

Ｑ8

Ｑ9

Ｖ9

Ｐ9

Ｑ10

Ｖ10

Ｐ10

ｑ6

Ｑ7

ｑ7

Ｑ8

Ｑ9

Ｖ9

Ｐ9

Ｑ10

Ｖ10

Ｐ10

、
ｎ
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
ｎ
、

、

、

、

、

、

、

、

、

Ｑ11

Ｖ11

Ｐ11

Ｑ12

Ｐ12

Ｖ12

Ｑ13

Ｗ13

Ｑ11

Ｗ11

Ｐ11

ｐ11

Ｖ11

Ｑ12

Ｖ12

Ｐ12

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、

、

、

、

、

、

、

、

、

Ｐ13

Ｖ13

Ｑ14

Ｐ14

Ｖ14

Ｑ15

Ｑ16

ｑ16

Ｑ17

Ｑ13

Ｗ13

Ｐ13

ｑ13

Ｑ14

Ｐ14

Ｖ14

Ｑ15

Ｑ16

ｑ16

は

、

そ

れ

ぞ

れ

次

の

数

値

を

表

す

も

の

と

す

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

Ｗ17

Ｑ17

Ｗ17

る
。

の
と
す
る
。



- 6 -

～
ｎ

［
略
］

～
ｎ

［
略
］

Ｑ1

Ｑ1

［
削
る
］

コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
の
処
理
能
力
の

Ｑ11

数
値
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

［
削
る
］

送
ガ
ス
用
蒸
発
器
の
公
称
能
力
の
数
値
（
単

Ｗ11

位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

［
削
る
］

送
ガ
ス
用
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
の
数
値
（

Ｐ11

単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

［
削
る
］

加
圧
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
の
数
値
（
単
位

ｐ11

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

［
削
る
］

貯
槽
の
内
容
積
の
数
値
（
単
位

立
方
メ
ー

Ｖ11

ト
ル
）

［
略
］

［
略
］

Ｑ11

Ｑ12

［
略
］

［
略
］

Ｖ11

Ｖ12

内
部
冷
却
器
付
貯
槽
の
常
用
の
圧
力
の
数
値

内
部
冷
却
器
付
貯
槽
の
最
高
圧
縮
圧
力
の
数

Ｐ11

Ｐ12

（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

値
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
処
理
能
力
の
数
値
（

［
新
設
］

Ｑ12
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単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
常
用
の
圧
力
の
数
値

［
新
設
］

Ｐ12

（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
内
容
積
の
数
値
（
単

［
新
設
］

Ｖ12

位

立
方
メ
ー
ト
ル
）

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽
の
処
理
能
力
の
数

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
処
理
能
力
の
数
値
（

Ｑ13

Ｑ13

値
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

［
略
］

［
略
］

Ｗ13

Ｗ13

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽
の
常
用
の
圧
力
の

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
最
高
圧
縮
圧
力
の
数

Ｐ13

Ｐ13

数
値
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

値
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

［
削
る
］

高
圧
ガ
ス
の
最
大
充
塡
量
の
数
値
（
単
位

ｑ13

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽
の
内
容
積
の
数
値

［
新
設
］

Ｖ13

（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
）

～

［
略
］

～

［
略
］

Ｑ14

Ｗ17

Ｑ14

Ｗ17

十
九
～
二
十
二

［
略
］

十
九
～
二
十
二

［
略
］
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ス
の
温
度
が
常
用
の
温
度
を
超
え
て
上
昇
し
な
い

冷
却
す
る
こ
と
に
よ
り
貯
槽
内
の
ガ
ス
の
温
度
が

よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
あ
る
も
の

常
用
の
温
度
を
超
え
て
上
昇
し
な
い
よ
う
な
措
置

を
講
じ
て
あ
る
も
の

九
の
二
～
十
三

［
略
］

九
の
二
～
十
三

［
略
］

十
三
の
二

コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ

液
化
ア

［
新
設
］

ル
ゴ
ン
、
液
化
炭
酸
ガ
ス
、
液
化
窒
素
又
は
液
化

酸
素
の
加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽
（
二
重
殻
真
空

断
熱
式
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
定
置

式
製
造
設
備
（
加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽
以
外
の

処
理
設
備
（
第
十
九
号
ハ
の
処
理
設
備
を
除
く
。

）
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四
～
十
八

［
略
］

十
四
～
十
八

［
略
］

十
九

処
理
能
力

処
理
設
備
の
処
理
容
積
（
圧
縮

十
九

処
理
能
力

処
理
設
備
の
処
理
容
積
（
圧
縮

、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
一
日
に
処
理
す
る
こ
と

、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
一
日
に
処
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
（
温
度
零
度
、
圧
力
零
パ

が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
（
温
度
零
度
、
圧
力
零
パ

ス
カ
ル
の
状
態
に
換
算
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下

ス
カ
ル
の
状
態
に
換
算
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下



- 13 -

同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、

同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、

次
に
掲
げ
る
処
理
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

次
に
掲
げ
る
処
理
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の

れ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の

イ
～
ヘ

［
略
］

イ
～
ヘ

［
略
］

ト

そ
の
他
処
理
設
備

ト

そ
の
他
処
理
設
備

・

［
略
］

・

［
略
］

(ｲ)

(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)

［
削
る
］

コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
（
専
ら
液
化

(ﾊ)
ア
ル
ゴ
ン
、
液
化
炭
酸
ガ
ス
、
液
化
窒
素
又

は
液
化
酸
素
の
貯
槽
（
二
重
殻
真
空
断
熱
式

構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
に
接
続
さ
れ
た
蒸

発
器
に
よ
り
当
該
液
化
ガ
ス
を
気
化
す
る
た

め
の
高
圧
ガ
ス
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）①

気
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

送
ガ
ス
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
が
一

(i)
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の

Ｑ
1
1

＝Ｗ
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1
1

＼
（2

2
.
4

＼Ｍ

×ρ

×1
0
0
0

）
×
（1

0

Ｐ
1
1

＋1

）
×2

4

＋Ｗ
1
1

×2
4

送
ガ
ス
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
が
一

(ii)
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の

Ｑ
1
1

＝Ｗ

1
1

＼
（2

2
.
4

＼Ｍ

×ρ

×1
0
0
0

）
×
（1

0

Ｐ
1
1

＋1

）
×2

4

②

液
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

Ｑ
1
1

＝
（

1
0
ｐ

1
1

＋1

）
×0

.
9
Ｖ

1
1

内
部
冷
却
器
付
貯
槽

Ｑ
1
1

＝Ｖ
1
1

×1
0
Ｐ

1
1

内
部
冷
却
器
付
貯
槽

Ｑ
1
2

＝Ｖ
1
2

×1
0
Ｐ

1
2

(ﾊ)

(ﾆ)

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽

Ｑ
1
2

＝
（1

0
Ｐ

1
2

＋1

［
新
設
］

(ﾆ)
）
×0

.
9
Ｖ

1
2

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽

(ﾎ)

(ﾎ)

①

［
略
］

①

［
略
］

②

液
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

Ｑ
1
3

＝
（

②

液
化
ガ
ス
を
取
り
出
す
場
合

Ｑ
1
3

＝ｑ

1
0
Ｐ

1
3

＋1

）
×0

.
9
Ｖ

1
3

1
3

×
（1

0
Ｐ

1
3

＋1

）
×2

4

［
略
］

［
略
］

(ﾍ)

(ﾍ)
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チ

［
略
］

チ

［
略
］

備
考

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、
ρ
、
Ｍ

備
考

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、
ρ
、
Ｍ

Ｑ1

Ｗ1

Ｑ1

Ｗ1

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

Ｑ2

Ｗ2

Ｑ3

Ｗ3

Ｑ4

Ｗ4

Ｑ5

ｑ5

Ｑ6

Ｑ2

Ｗ2

Ｑ3

Ｗ3

Ｑ4

Ｗ4

Ｑ5

ｑ5

Ｑ6

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ｑ6

Ｑ7

ｑ7

Ｑ8

Ｑ9

Ｖ9

Ｐ9

Ｑ10

Ｖ10

Ｐ10

ｑ6

Ｑ7

ｑ7

Ｑ8

Ｑ9

Ｖ9

Ｐ9

Ｑ10

Ｖ10

Ｐ10

、
ｎ
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
ｎ
、

、

、

、

、

、

、

、

、

Ｑ11

Ｖ11

Ｐ11

Ｑ12

Ｐ12

Ｖ12

Ｑ13

Ｗ13

Ｑ11

Ｗ11

Ｐ11

ｐ11

Ｖ11

Ｑ12

Ｖ12

Ｐ12

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ

Ｐ13

Ｖ13

Ｑ14

Ｑ15

Ｗ15

Ｑ13

Ｗ13

Ｐ13

ｑ13

Ｑ14

Ｑ15

Ｗ15

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

～
ｎ

［
略
］

～
ｎ

［
略
］

Ｑ1

Ｑ1

［
削
る
］

コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
の
処
理
能
力
の

Ｑ11

数
値
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

［
削
る
］

送
ガ
ス
用
蒸
発
器
の
公
称
能
力
の
数
値
（
単

Ｗ11

位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

［
削
る
］

送
ガ
ス
用
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
の
数
値
（

Ｐ11

単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

［
削
る
］

加
圧
蒸
発
器
の
常
用
の
圧
力
の
数
値
（
単
位

ｐ11

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
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［
削
る
］

貯
槽
の
内
容
積
の
数
値
（
単
位

立
方
メ
ー

Ｖ11

ト
ル
）

［
略
］

［
略
］

Ｑ11

Ｑ12

［
略
］

［
略
］

Ｖ11

Ｖ12

内
部
冷
却
器
付
貯
槽
の
常
用
の
圧
力
の
数
値

内
部
冷
却
器
付
貯
槽
の
最
高
圧
縮
圧
力
の
数

Ｐ11

Ｐ12

（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

値
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
処
理
能
力
の
数
値
（

［
新
設
］

Ｑ12

単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
常
用
の
圧
力
の
数
値

［
新
設
］

Ｐ12

（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
内
容
積
の
数
値
（
単

［
新
設
］

Ｖ12

位

立
方
メ
ー
ト
ル
）

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽
の
処
理
能
力
の
数

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
処
理
能
力
の
数
値
（

Ｑ13

Ｑ13

値
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
日
）

［
略
］

［
略
］

Ｗ13

Ｗ13

加
圧
蒸
発
器
付
低
温
貯
槽
の
常
用
の
圧
力
の

加
圧
蒸
発
器
付
貯
槽
の
最
高
圧
縮
圧
力
の
数

Ｐ13

Ｐ13
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２

［
略
］

２

［
略
］

（
指
定
保
安
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

（
指
定
保
安
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

第
二
十
四
条

法
第
五
十
八
条
の
三
十
の
三
第
一
項
の

第
二
十
四
条

法
第
五
十
八
条
の
三
十
の
三
第
一
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

五

前
二
号
に
掲
げ
る
保
安
検
査
の
う
ち
、
製
造
設

五

専
ら
液
化
ア
ル
ゴ
ン
、
液
化
炭
酸
ガ
ス
、
液
化

備
が
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
二
条
第
一
項
第

窒
素
又
は
液
化
酸
素
の
貯
槽
（
二
重
殻
真
空
断
熱

二
十
二
号
の
二
又
は
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則

式
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
に
接
続
さ
れ
た
気
化

第
二
条
第
一
項
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
コ
ー

器
に
よ
り
当
該
液
化
ガ
ス
を
気
化
す
る
た
め
の
高

ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
で
あ
る
特
定
施
設
（
当
該

圧
ガ
ス
設
備
（
当
該
高
圧
ガ
ス
設
備
の
み
を
有
す

特
定
施
設
の
み
を
有
す
る
事
業
所
に
設
置
さ
れ
て

る
事
業
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
保
安
検
査
を
行
う

に
係
る
特
定
施
設
の
保
安
検
査
を
行
う
者
と
し
て

者
と
し
て
の
指
定

の
指
定

２

［
略
］

２

［
略
］
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許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
貯
蔵
所
又
は
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
四
項
の
届
出
を
し
て
い
る

貯
蔵
所
の
法
第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
、
又
は
そ
の
許
可
の

申
請
を
し
て
い
る
者
に
係
る
製
造
施
設
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第

二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
、
又
は
そ
の
許
可
の

申
請
を
し
て
い
る
者
に
係
る
製
造
施
設
の
法
第
八
条
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

６

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
完
成
検
査
機
関
の
指
定
を
受
け
て

い
る
者
又
は
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
保
安
検
査
機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
指

定
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


